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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物（１）の検査領域（２）を撮像するための照射方法であって、
　複数の貫通穴（２１３）を有し、エネルギー入力遮蔽材でできている少なくとも１つの
ビームマスク（２１１）によって形成された複数の個々のエネルギー入力ビーム構成要素
（３．１、３．２、３．３、・・・）を有する少なくとも１つのエネルギー入力ビーム（
３）を、少なくとも１つのエネルギー入力ビーム源（２１０）によって発生させる工程と
、
　複数の投影方向に沿って、前記少なくとも１つのエネルギー入力ビーム（３）によって
前記検査領域（２）を照射する工程とを具備する方法において、
　前記少なくとも１つのエネルギー入力ビーム源（２１０）と、前記少なくとも１つのビ
ームマスク（２１１）とは、　前記少なくとも１つのビームマスク（２１１）が、前記複
数の貫通穴（２１３）の数と分布とによって決定される、一定のエネルギー分布関数を有
するエネルギー入力ビーム（３）へと成形するように、前記投影方向での前記少なくとも
１つのビームマスク（２１１）と前記エネルギー入力ビーム源（２１０）との間の距離が
設定されるように、前記ビームマスク（２１１）と前記エネルギー入力ビーム源（２１０
）との間の距離を調整する工程を更に具備することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのビームマスク（２１１）は、前記エネルギー入力ビーム源（２１
０）に、エネルギー入力ビーム源（２１０）の移動により移動するように、取り付けられ
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ており、
前記複数の投影方向は、前記検査領域（２）に対して前記エネルギー入力ビーム源（２１
０）を前記少なくとも１つのビームマスク（２１１）と共に移動させることによって設定
される、請求項１に記載の照射方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのビームマスク（２１１）は、複数のビームマスク（２１１）であ
り、これらビームマスク（２１１）前記検査領域（２）とは、互いに固定された位置を有
し、かつ
前記複数の投影方向は、前記複数のビームマスク（２１１）の各々において前記少なくと
も１つのエネルギー入力ビーム源を動作させることによって設定される、請求項１に記載
の照射方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのエネルギー入力ビーム（３）を発生させる工程において、前記複
数のエネルギー入力ビーム構成要素（３．１、３．２、３．３、・・・）は、異なる寸法
を有する貫通穴（２１３）を有する平面ビームマスク（２１１）を介して、または全て等
しい寸法を有する貫通穴（２１３）を有する湾曲したビームマスク（２１１）を介して、
前記エネルギー入力ビームを送出して形成される、請求項１ないし３のいずれか１項に記
載の照射方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのエネルギー入力ビーム（３）を発生させる工程において、前記複
数のエネルギー入力ビーム構成要素（３．１、３．２、３．３、・・・）は、全て等しい
寸法を有する貫通穴（２１３）を有する平面ビームマスク（２１１）を介して、または、
異なる寸法を有する貫通穴（２１３）を有する湾曲したビームマスク（２１１）を介して
、前記エネルギー入力ビームを送出して形成される、請求項１ないし３のいずれか１項に
記載の照射方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのエネルギー入力ビーム（３）のビーム角（α）を設定する工程を
更に具備する、請求項１ないし５のいずれか１項に記載の照射方法。
【請求項７】
　前記ビーム角（α）は、開口部（２１６）によって設定される、請求項６に記載の照射
方法。
【請求項８】
　前記開口部（２１６）の直径と、前記開口部（２１６）と前記エネルギー入力ビーム源
（２１０）との間の距離との少なくとも一方を調整する工程を更に具備する、請求項７に
記載の照射方法。
【請求項９】
　対象物（１）の検査領域（２）を撮像するための撮像方法であって、
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載の方法で前記検査領域（２）を照射する工程と
、
　各々が現在の投影方向に対して平行であるエネルギー入力ビーム構成要素によって測定
される減弱値を有する、複数の投影方向に対応する複数の投影関数を決定する工程と、
　複数の前記減弱値に画像再構成手順を受けさせる工程とを具備する撮像方法。
【請求項１０】
　前記減弱値は、検出装置（３００）によって測定され、
　この検出装置（３００）の検出素子の所定のグループのみが、前記減弱値を得るために
読出される、請求項９に記載の撮像方法。
【請求項１１】
　前記画像再構成手順は、
　前記投影関数の値が乗じられる多項式の和として画像関数を決定すること、または、
　前記減弱値を分解し、この分解がフィルタ補正逆投影再構成を受けること
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　を含む、請求項９または１０に記載の撮像方法。
【請求項１２】
　Ｘ線コンピュータ断層撮像（ＣＴ）装置、
　ＰＥＴ撮像装置、
　光断層撮像、
　ＳＰＥＣＴ撮像装置、または、
　中性子ベースの透過検出システム
　において測定されるラドンデータを提供するために、前記減弱値が測定される、請求項
９ないし１１のいずれか１項に記載の撮像方法。
【請求項１３】
　対象物（１）の検査領域（２）を撮像するための撮像装置（１００）であって、
　複数の投影方向に対応する投影関数を測定するための測定装置（２００、３００）を具
備し、
　この測定装置（２００、３００）は、複数の個々のエネルギー入力ビーム構成要素（３
．１、３．２、３．３、・・・）を有する少なくとも１つのエネルギー入力ビーム（３）
を形成するための少なくとも１つのエネルギー入力ビーム源（２００、２１０）と、
　貫通穴（２１３）を有し、エネルギー入力遮蔽材でできており、前記エネルギー入力ビ
ーム構成要素（３．１、３．２、３．３、・・・）を形成するために適合される少なくと
も１つのビームマスク（２１１）と、
　検出装置（３００）とを含む撮像装置において、
　前記少なくとも１つのエネルギー入力ビーム源（２１０）と、前記少なくとも１つのビ
ームマスク（２１１）とは、　撮像中は相対的に移動しないように固定されて、前記少な
くとも１つのビームマスク（２１１）が前記エネルギー入力ビーム源（２１０）と共に移
動して、前記複数の貫通穴（２１３）の数と分布とによって決定されるエネルギー分布関
数のエネルギー入力ビーム（３）へと成形するように、前記投影方向での前記少なくとも
１つのビームマスク（２１１）と前記エネルギー入力ビーム源（２１０）との間の距離が
事前に設定され、
　前記事前に設定するために、前記ビームマスク（２１１）と前記エネルギー入力ビーム
源（２００、２１０）との間の距離を調整するための第１の調整装置（２１７）を更に具
備することを特徴とする撮像装置。
【請求項１４】
　前記ビームマスク（２１１）は、異なる寸法を有する貫通穴（２１３）を有する平面ビ
ームマスク（２１１）、または、全て等しい寸法を有する貫通穴（２１３）を有する湾曲
したソースマスク（２１１）を備える、請求項１３に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記ビームマスク（２１１）は、全て等しい寸法を有する貫通穴（２１３）を有する平
面ビームマスク（２１１）、または異なる寸法を有する貫通穴（２１３）を有する湾曲し
たソースマスク（２１１）を備える、請求項１３に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記エネルギー入力ビーム源（２００、２１０）は、前記対象物（１）に対して移動可
能である、前記請求項１３ないし１５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記ビームマスクは、前記エネルギー入力ビーム源（２１０）と共に移動可能であるソ
ースマスク（２１１）を備える、前記請求項１３ないし１６のいずれか１項に記載の撮像
装置。
【請求項１８】
　前記ソースマスク（２１１）は、前記エネルギー入力ビーム源（２００、２１０）に対
して移動可能である、請求項１７に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記エネルギー入力ビーム源（２００、２１０）のエネルギー分布関数を成形するため
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の複数のフレームマスク（２２４）を備え、これらフレームマスク（２２４）は、所定の
複数の位置でビーム源キャリヤ（２２０）に固定されている、請求項１３ないし１６のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２０】
　前記複数のフレームマスク（２２４）の前記複数の位置は、互に等しい弧長だけ間隔を
あけられている、請求項１９に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記ビーム源キャリヤ（２２０）は、前記フレームマスク（２２４）を含むリング形状
の遮蔽体（２２２）を備え、このリング形状の遮蔽体（２２２）は、前記フレームマスク
（２２４）の前記位置以外の位置で前記エネルギー入力ビーム源（２００、２１０）を遮
蔽する、請求項１９または２０に記載の撮像装置。
【請求項２２】
　前記検出装置（３００）は、複数の所定の投影方向に対応するエネルギー入力の減弱を
表す、減弱値を検出するための複数のフレーム検出器を備え、これらフレーム検出器は、
所定の位置で前記ビーム源キャリヤ（２２０）に固定されている、前記請求項１９ないし
２１のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２３】
　前記測定装置（２００、３００）は、
　Ｘ線コンピュータ断層撮像（ＣＴ）装置、
　超音波断層撮像装置、
　ＰＥＴ撮像装置、
　光断層撮像、
　ガンマ線撮像装置、
　ＳＰＥＣＴ撮像装置、または、
　中性子ベースの透過検出システム
　を備える、前記請求項１３ないし２２のいずれか１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００４年１２月３０日出願の米国特許仮出願第６０／６４０，４２６号、
２００４年１２月３０日出願の欧州特許出願第０４０３１０４３．５号、および２００５
年５月２３日出願の欧州特許出願第０５０１１１３６．８号の利益を主張する。
【０００２】
（政府助成の記載）
　本発明は、全米科学財団（米国）により与えられた認可番号第ＤＭＳ－０２０１１６６
９号における政府の助成をもってなされたものである。アメリカ合衆国政府は、本発明に
おける一定の権利を有する。
【０００３】
　本発明は、撮像目的のためにエネルギー入力ビームを成形するための方法に関し、特に
、少なくとも１つのエネルギー入力ビームによって対象物の検査領域を撮像するための照
射方法に関する。さらに、本発明は、この照射方法に基づいて検査領域を撮像するための
方法および装置に関し、特に、断層撮像を行うための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００４】
　試料の非破壊検査は、材料科学、医学的検査、考古学、建築技術、保安に関する技術な
どの様々な技術分野において、重要な目的である。例えばコンピュータ断層撮像（ＣＴ）
によって試料のイメージを得るための１つの手法は、夫々異なる投影方向からＸ線を対象
物平面を透過させて照射し、続いて、夫々異なる方向において測定される減弱データを基
に対象物平面を再構成することに基づく。Ｘ線源２１０’によってなされる従来のファン
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ビーム５’による検査領域２’の照射は、図９に概略図で例示されている。ファンビーム
５’は、Ｘ線源２１０’の放出特性に従って成形される電磁場の連続分布を有している。
検出器３１０’によって測定される減弱データの全体は、ラドン空間におけるいわゆるラ
ドンデータの点から記述され得る。
【０００５】
　今日知られている従来の再構成方法の最も関連したものは、反復的再構成に基づく方法
、またはいわゆるフィルタ補正逆投影法に基づく方法として総括することができる。反復
的再構成方法は、極めて長い演算時間の点において本質的な欠点を有する。他方、フィル
タ補正逆投影法は、再構成に含まれる補間工程が、空間周波数の増加と共に増加する傾向
さえ有する誤差およびアーチファクトを生じさせるという、一般的な欠点を有する。フィ
ルタ補正逆投影法のさらなる問題は、画像データがそこから再構成されなければならない
ラドンデータの離散化に関連する。最適なフィルタ補正逆投影による再構成を得るために
は、投影される照射線と検出器の検出素子とを正確に一致させることが必要であろう。し
かし一般に、実際はそうではない。この理由のため、フィルタ補正逆投影アルゴリズムの
手段によるラドンデータの再構成に起因する不確実さまたは平滑作用が生じる。
【０００６】
　Ｔ．Ｂｏｒｔｆｅｌｄらは、投影方向に沿った複数の投影から二次元画像を再構成する
ための、いわゆるチェビシェフドメインフィルタ補正逆投影（ＣＤ－ＦＢＰ）アルゴリズ
ムを記述した（“Ｐｈｙｓ．Ｍｅｄ．Ｂｉｏｌ．”，Ｖｏｌ．４４，１９９９，ｐ．１１
０５－１１２０）。このＣＤ－ＦＢＰアルゴリズムによれば、投影は分解として表され、
この分解が上記のフィルタ補正逆投影再構成を受ける。投影は、例えばファンビーム形状
によって測定され、互いに対して均等な角間隔を有する個別の投影線に従った減弱値が測
定される。ファンビームの異なる投影方向で測定される個別の投影線は、画像再構成のた
めに使用される平行な投影を提供するように再分類されることができる。ＣＤ－ＦＢＰア
ルゴリズムは、実際には実現されていない。このアルゴリズムは、理想的なファンビーム
形状を仮定しており、それが実際には利用できないためである。したがって、Ｔ．Ｂｏｒ
ｔｆｅｌｄらのアルゴリズムは、従来のフィルタ補正逆投影と同様の補間工程を必要とす
る。さらに、ＣＤ－ＦＢＰアルゴリズムは本質的に離散的であるため、従来の放射線源の
連続放射特性への適合性に欠ける。最後に、ＣＤ－ＦＢＰアルゴリズムは、再構成画像に
アーチファクトが発生するという点で、本質的な欠点を有する。
【０００７】
　上記の欠点は、従来のＣＴ撮像だけでなくラドンデータに関連する全ての利用可能な再
構成方法に関係するものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、上記の従来の技術の欠点を回避し、かつ特に、改良された撮像のため
に使用される、対象物を照射するための改良された方法を提供することである。特に、本
発明の目的は、使用される画像再構成アルゴリズムに、放射線源をよりよく適合させた照
射方法を提供することである。さらに、本発明の目的は、検査領域をよりよく撮像でき、
特にアーチファクトが低減された、改良された撮像装置を提供することである。
【０００９】
　上記目的は、本願請求項１、１４、および２６の特徴を備える方法または装置により達
成される。本発明の有利な実施形態および適用例は、従属クレームにおいて定義される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　　本発明の第１の一般的態様によれば、照射方法が提供され、少なくとも１つのエネル
ギー入力ビームが、複数の個々のエネルギー入力ビーム構成要素を提供するための少なく
とも１つのビームマスクによって成形される。このビームマスクは、複数の貫通穴を有す
るエネルギー入力遮蔽材でできており、所定の数の貫通孔が所定の数のビーム構成要素を
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提供し、かつ貫通孔の分布がこのビーム構成要素の分布を形成する。このマスク（格子）
の遮蔽効果によって形成される個々のエネルギー入力ビーム構成要素は、対象物の検査領
域を撮像するための複数の投影ラインに沿って対象物を透過する方向に向けられる。
【００１１】
　第一次連続放射特性を有するエネルギー入力ビームは、エネルギー入力ビーム源を使用
することにより、ファンビームまたはコーンビームとして生成される。続いて、このエネ
ルギー入力ビームは、ビームマスクによって成形される。エネルギー入力ビーム構成要素
を形成するためにエネルギー入力ビームを成形することの本質的な利点は、離散的な照射
特性が生来的に提供されるという事実によって与えられる。この照射特性を、検査領域を
撮像するために使用される画像再構成アルゴリズムに適合させることができる。この適合
は、所定のビームマスクを選択し、かつ／またはエネルギー入力ビーム源に対してビーム
マスクを調整するだけで得られる。ビームマスクは、貫通穴の分布および寸法が固定され
た所定の形状を有する。さらに、このエネルギー入力（例えば線量）を本質的に低減させ
ることができる。
【００１２】
　ファンまたはコーンビームは、投影方向が検査領域を横切る少なくとも１つの共通平面
の方向に、あるいは、螺旋投影データを得るために、検査領域を横切るさまざまな斜面の
方向に、設定されるように調整される。
【００１３】
　本明細書において用いられる用語「検査領域」（ＲＯＩ）は、一般に、検査における対
象物または検査における対象物の一部を指す。ＲＯＩは、二次元または三次元の実体とし
て記述することができる。本明細書において用いられる用語「投影方向」は、一般に、Ｒ
ＯＩを透過するエネルギー入力の直線的進路を指す。この投影方向は、使用される座標系
に対する角度によって定義することができる。ファン、即ちコーンビームを考慮する場合
、用語「投影方向」は、ファン、即ちコーンビームの、中心の（即ち、主要な）ビーム構
成要素の向きを示す。
【００１４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、エネルギー入力ビーム源は、対象物に対して移動
可能であり、ビームマスクおよびエネルギー入力ビーム源は、互いに接続されている。こ
の場合、ビームマスクはソースマスクと呼ばれる。投影方向は、エネルギー入力ビーム源
およびソースマスクを検査領域に対して移動させることによって選択され得る。特に、エ
ネルギー入力ビーム源をビームマスクと共に対象物の周りで回転させることにより、投影
方向が連続的に設定される、実施形態が好ましい。
【００１５】
　本発明の別の実施形態によれば、複数のビームマスクが、ＲＯＩに対して所定の位置に
設けられる。この場合、ビームマスクはフレームマスクと呼ばれる。このビームマスクは
、ＲＯＩの周りに分散して配置される。この場合、投影方向は、少なくとも１つのそれぞ
れのフレームマスクにおいてエネルギー入力ビーム源の少なくとも１つを動作させること
によって選択することができる。例えば、複数のエネルギー入力ビーム源を、ビームマス
クの分布に従って分散して配置することができる。あるいは、１つのエネルギー入力ビー
ム源を、それぞれのビームマスクに逐次移動させる。
【００１６】
　離散的な再構成アルゴリズムに適合させるため、エネルギー入力ビーム構成要素は、等
しい角度間隔で形成される。マスクの貫通穴を通過する投影ラインは、等しい弧長間隔で
、線源の周りの球面を横切る。これを目的として、ビームマスクは平面の形状または湾曲
した形状（例えば円筒状）を有することができる。本発明の特に好ましい実施形態に従っ
て、全て等しい寸法を有する貫通穴を有する平面ビームマスクが使用される、または異な
る寸法を有する貫通穴を有する湾曲したビームマスクが使用される場合、特定の投影方向
に対して平行なエネルギー入力ビーム構成要素が重なり合うことのない、検査領域の完全
な照射が得られる。この場合、画像再構成におけるアーチファクトが低減され得る。ある
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いは、全て等しい寸法を有する貫通穴を有する平面ビームマスク、または、異なる寸法を
有する貫通穴を有する湾曲したビームマスクを使用することができる。
【００１７】
　本発明のさらなる有利な実施形態によれば、エネルギー入力ビームは、エネルギー入力
ビーム構成要素の形成に関してだけでなく、エネルギー入力ビームの外側境界部分に関し
ても成形される。これを目的として、本発明の撮像方法は、さらに、エネルギー入力ビー
ムのビーム角を設定する工程を備える。本実施形態は、検査される特定の対象物に（おそ
らくはビームマスクと組み合わせて）ビーム源を適合させる点に関して特に利点を有する
。小さな対象物に照射するために、ビーム角を小さくし、全体の照射線量を低減すること
ができる。
【００１８】
　好ましくは、ビーム角は、絞りまたはシャッタとして働く開口部により設定される。有
利には、この開口部は単純な構造を有する。さらに、例えば従来のＣＴ装置のような従来
の撮像装置を本発明に適合させるために、当該撮像装置にこの開口部を単に取り付けるこ
とができる。この開口部のさらなる利点は、ビーム角を調整するために、２自由度が利用
できることから生じる。第１の代替例によれば、ビーム角は、開口部の直径を設定するこ
とによって調整される。これにより、検査中の対象物に対し、開口部を柔軟に適合させる
ことが可能となる。第２の代替例によれば、ビーム角は、開口部とビーム源との間の距離
を設定することにより、調整される。この距離が減少するにつれ、ビーム角は増加する。
両方の代替例を組み合わせることが可能である。
【００１９】
　本発明の第２の一般的態様によれば、ＲＯＩを撮像するための撮像方法が提供され、上
記第１の一般的態様に従った方法を使用してＲＯＩが照射され、かつ複数の投影方向に対
応する複数の投影関数が決定される。それぞれの投影関数は、現在の投影方向に平行であ
るエネルギー入力ビーム構成要素によって測定される減弱値を備える。これらの測定され
た減弱値は、画像再構成手順として知られている手順を受ける。
【００２０】
　測定された減弱値は、投影関数を表す離散的な投影プロファイルを提供し、各離散的な
投影プロファイルの投影値は、投影方向が同じである所定のエネルギー入力ビーム構成要
素に対応する減弱値を備えている。
【００２１】
　本発明は、データの取扱に関してさらなる本質的な利点を提供する。ビームマスクでエ
ネルギー入力ビーム構成要素の断面積を調整することにより、減弱値を、検出装置の検出
素子の所定のグループによって測定することができる。検出素子のこれらのグループは、
全てのビーム構成要素に対して所定の、例えば等しい寸法を有する。これらの所定のグル
ープのみが寸法変更なしに読出される。これにより、処理されるデータ量が低減される。
好ましくは、減弱値は、少なくとも１つの１次元の直線の検出器または少なくとも１つの
２次元の平面の検出器によって測定される。
【００２２】
　有利なことに、本発明の撮像方法は、様々な画像再構成手順によって実施することがで
きる。好ましくは、画像再構成手順が、欧州特許出願第０４０３１０４３．５号に記載さ
れるように使用され、この優先権は、本明細書において主張される。この方法では、画像
関数は、複数の所定の投影方向に対応して測定される複数の投影関数を備えるラドンデー
タから決定される。画像関数は、投影関数の値を乗じた多項式の和として決定される。実
際の適用例では、この画像再構成は、互いに対して等しい角度を有する離散的な照射ビー
ム構成要素に対応する減弱値の測定に基づく。あるいは、この画像再構成手順は、Ｔ．Ｂ
ｏｒｔｆｅｌｄら（上記参照）によってさらに詳細に記述されるように、減弱値の分解を
備えてもよい。
【００２３】
　この撮像が、例えばＣＴ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴなどの医用撮像における多くの適用例の
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ような様々な適用例において使用され得ることは、本発明の本質的な利点である。しかし
、光断層撮像、工業用テストまたは生物学的研究のための多次元撮像などのようなさらに
多くの適用例も考えられる。好ましくは、画像関数は、Ｘ線コンピュータ断層撮像（ＣＴ
）装置、ＰＥＴ撮像装置、ＳＰＥＣＴ撮像装置、または、中性子ベースの透過検出システ
ムで測定されるラドンデータから決定される。検査中の対象物には、例えば生物学的有機
体またはその一部、流体組成物、固形材、工作物、および／または保安理由のために検査
されることになる対象物が含まれる。
【００２４】
　本発明の第３の一般的態様によれば、対象物の検査領域を撮像するための撮像装置が提
供され、この撮像装置は、貫通穴を有し、エネルギー入力遮蔽材でできている少なくとも
１つのビームマスクを含む。このビームマスクは、個々の離散的なエネルギー入力ビーム
構成要素を形成するために適合される。さらに、この撮像装置は、複数の投影方向に対応
する投影関数を測定するための測定装置を備える。この測定装置は、投影関数を測定する
ための少なくとも１つのエネルギー入力ビーム源および少なくとも１つの検出装置を含む
。このエネルギー入力ビーム源は、ビームマスクによって成形されることになる少なくと
も１つのエネルギー入力ビームを作成するために配置される。さらに、この撮像装置は測
定される投影関数に基づいて画像関数を再構成するための再構成回路を含む。
【００２５】
　好ましくは、ファンビームまたはコーンビーム源を作成ように適合されるエネルギー入
力ビーム源は、放射線源キャリア上に移動可能に配置される。放射線源キャリアは、リン
グ形状を有し、エネルギー入力ビーム源が、対象物のまわりの例えば円上または螺旋経路
に沿って回転することができるようになっているものが特に好ましい。
【００２６】
　この検出装置は、複数の所定の投影方向に対応するエネルギー入力の減弱を表す減弱値
を検出するための検出素子でできた少なくとも１つの検出器配列を備える。
【００２７】
　本発明のさらなる好ましい実施形態によれば、撮像装置は、ソースマスクとエネルギー
入力ビーム源との間の距離を調整するための少なくとも１つの第１の調整装置と、ビーム
角開口部の直径および／または開口部とエネルギー入力ビーム源との間の距離を調整する
ための第２の調整装置とを備える。
【００２８】
　この少なくとも１つのビームマスクが、エネルギー入力ビーム源と共に移動可能な、特
に、ファンまたはコーンビーム源と共に移動可能な１つのソースマスクを備える場合、マ
スクに対して線源を調整することに関する利点が得られる。好ましくは、このソースマス
クは、エネルギー入力ビーム源に対して着脱可能に接続されており、これにより、単にソ
ースマスクを変えるだけで撮像装置を特定の適用例に適合させることができる。
【００２９】
　エネルギー入力ビーム源のエネルギー分布関数を成形するための複数のフレームマスク
がビームマスク（複数可）として提供される場合、投影方向を設定することに関する利点
が得られる。好ましくは、このフレームマスクは、共通の放射線源キャリア上に等しい弧
長で固定される。例えば、この放射線源キャリアはフレームマスクを含むリング形状の遮
蔽体である。有利なことに、エネルギー入力ビーム源は、フレームマスクの位置以外の位
置で、リング形状の遮蔽体で遮蔽され得る。したがって、本質的な線量の低減を得ること
が可能である。
【００３０】
　フレームマスクを使用する本発明のさらなる変形例によれば、検出装置は、複数の所定
の投影方向に対応するエネルギー入力の減弱を表す減弱値を検出するための複数の固定フ
レーム検出器を備える。この場合、フレーム検出器は、放射線源キャリア上の所定の位置
に固定することができる。好ましくは、フレーム検出器は、フレームマスクに隣接して位
置づけられる。
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【００３１】
　本発明の様々な好ましい適用例によれば、測定装置には、Ｘ線コンピュータ断層撮像（
ＣＴ）装置、超音波断層撮像装置、ＰＥＴ撮像装置、光断層撮像装置、ガンマ線撮像装置
、ＳＰＥＣＴ撮像装置、または、中性子ベースの透過検出システムが含まれる。
【００３２】
　本発明の第４の一般的態様によれば、貫通穴を有し、エネルギー入力遮蔽材でできてい
るビームマスクを備える。エネルギー入力遮蔽材には、例えばタングステン、鉛または銅
が含まれる。タングステンは、高度な吸収（遮蔽効果）および高度な機械的安定性の点で
好まれる。このビームマスクは、対象物の検査領域を照射するためのエネルギー入力ビー
ム構成要素を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明のさらなる詳細および利点を、添付の図面に関して以下に記述する。
【００３４】
　本発明を、コンピュータ断層撮像における適用例に関連して以下に記述する。この場合
、本発明による撮像装置は、エネルギー入力ビームがＸ線ビームである、現在の医用ＣＴ
システムの主な構成要素を含む。本発明は、前述した他の適用例と類似した方法で実施す
ることができることを強調しておく。さらに、以下の好ましい実施形態の説明は、主にビ
ームマスクによるエネルギービーム成形の工程に関する。ＣＴまたは他の撮像装置の詳細
ならびに本発明を実施するために使用される画像再構成の詳細は、従来の技術からまたは
欧州特許出願第０４０３１０４３．５号により知られているため、記述しない。
【００３５】
　投影データを収集するために、ＣＴシステムにおいて、離散化された（ｄｉｓｃｒｅｔ
ｉｚｅｄ）ファン、即ちコーンビーム３を、ＲＯＩ２を有する対象物１を透過するように
向けている様子が、図１に概略図で示されている。このＣＴシステム（完全に例示されて
いないさらなる構成要素については、図８を参照のこと）は、リング形状の放射線源キャ
リア（ＣＴリング）を有しており、システム全体が例えば０．３ないし０．５秒以内に完
全に１回転し終えることができるように、放射線源２１０（Ｘ線管）および検出装置３１
０が、放射線源キャリア２２０内を回転する。
【００３６】
　ビームマスクとしては、放射線源２１０に着脱可能に固定されているソースマスク２１
１が使用される。このソースマスク２１１は、放射線源２１０のエネルギー分布関数を成
形するよう適合される。この目的のため、ソースマスク２１１は、複数の貫通穴を有し、
エネルギー入力遮蔽材でできている。貫通穴を夫々通過する離散的な個々のＸ線ビーム構
成要素３．１、３．２、３．３、・・・は、上述の画像再構成方法のために形成されるが
、この画像再構成方法は、Ｘ線管の形状および検出器の形状の結果生じる全ての可能な線
構成要素を、再構成のために必要とするわけではない。
【００３７】
　ファンビーム３は、様々な投影方向でＲＯＩ２を透過するように向けられる。投影方向
は、撮像条件に関して、所定の数の平行なＸ線ビーム構成要素が達成されるような方法で
調整される。各ファンビーム３は、ファンビーム構成要素３．１、３．２、３．３、・・
・の束を表す。各ファンビーム構成要素３．１、３．２、３．３、・・・は、直線のペン
シルビームとみなすことができる。１つのファンビームのうちのこれらのペンシルビーム
は、それぞれ同じ投影方向を有していないが、画像再構成のための離散的な投影プロファ
イルは、ビーム３の異なる投影方向に属するビーム構成要素を再分類することによって、
決定される。その結果、平行なビーム構成要素のグループが得られる。
【００３８】
　検出装置３１０は、ＣＴリングの半径に適合させた基準球面に従って成形された複数の
検出素子の線形または２次元配列である。あるいは、複数の検出素子を直線（１次元）ま
たは平面（２次元）状に配置された検出装置を使用してもよい。検出装置３１０は、例え
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ば１ないし６４列の検出素子（複数列の場合、マルチスライスＣＴと呼ばれる）、および
１列につき約７００ないし１０００個の検出素子からなる。一般の検出素子は、例えば０
．５ないし１．０ｍｍの寸法を有する。各１回の回転で、データは、約１０００回読取ら
れる。対象物１（例えば患者）は、連続的に移動している患者テーブルを用いることによ
り、ＣＴリングの中を移動する。この方法によれば、収集されるデータがスパイラルネッ
ト上に位置しているため、いわゆる螺旋状あるいはスパイラルのＣＴデータセットを集め
ることができる。
【００３９】
　本発明に従って使用される様々なソースマスクのさらなる詳細を、図２ないし５に示す
。ソースマスク２１１は、貫通穴２１３を有し、例えばタングステンでできている遮蔽板
２１２を備える。ソースマスクは、放射線源（例えばＸ線管）に固定され、特に例えばク
リップ要素またはスナップ接続のような着脱可能な固定要素によって、放射線源２１０の
出力窓２１５のフレーム２１４に固定される。
【００４０】
　遮蔽板２１２は、円筒形状（図２、４）または、平面形状（図３、５）または、撮像装
置の幾何学的な条件に適合した他のいかなる適切な形状であってもよい。円筒状遮蔽板２
１２は、ＣＴリングの軸に対して平行な円筒の軸により向きを定められる。遮蔽板２１２
の厚さは、例えば１００μｍないし５ｍｍである。貫通穴２１３は、放射線源２１０から
出る投影ラインが所定の位置で検出素子に沿って円を横切るように配置され、特に、これ
らの投影ラインが等しい弧長間隔で配置され得るように、配置される。撮像条件によって
は、貫通穴２１３は、直線または面積分布を伴って配置される。
【００４１】
　貫通穴２１３の数および寸法は、撮像方法の特定の適用例に依存して選択される。ＣＴ
撮像のためには、例えば、約１ｍｍ２ないし１００ｍｍ２の範囲の領域に、２００個の貫
通穴２１３が設けられる。したがって、離散的なファンビーム３は、例えば２００個の直
線のファンビーム構成要素を備える。放射線および投影の数を増加することによって、よ
り高度な解像度が達成されることが可能であり、すなわちこれは、アーチファクトなしに
再構成され得るピクセル数が増加することを意味する。
【００４２】
　図２および３によれば、貫通穴２１３の寸法は、全てのビーム構成要素が同じ断面積を
有し、すなわち、円筒状マスクの全ての貫通穴が同じ寸法を有する（例えば１０ないし２
００μｍ）ように選択され、一方で、平面のソースマスクビーム２１１の中央部分の貫通
穴は、平面のソースマスクビーム２１１の外側境界部分の貫通穴よりも小さくなるように
、選択されている。他方、図４および５によれば、貫通穴２１３の寸法は、ビーム構成要
素が検出器領域において異なる断面積を有するように、選択されている。好ましくは、断
面積は、例えば１００μｍないし４ｍｍまでの範囲で選択される。特に、これらの断面積
は、ある特定の検出器で得ることができる検出器の解像度に依存して設定される。最大の
断面積は、ビーム３の中心部において提供され、一方、最小の断面積は、ビーム３の境界
部分で提供される。
【００４３】
　図６は、ソースマスク２１１を備える放射線源２１０とビーム角開口部２１６とを組み
合わせた実施形態を示す概略図である。調整可能なキャリア２１７は、構成要素２１１お
よび２１６のうちの少なくとも１つを保持するために、出力窓２１５のフレーム２１４の
上に配置されている。一般に、調整可能なキャリア２１７は、少なくとも１つの調整装置
としてとして働く。ビーム角開口部２１６は、中央の穴を有する遮蔽板でできている。こ
の直径および／またはビーム角開口部２１６と放射線源２１０の放射線エミッタ２１０．
１との間の垂直距離は、ファンビーム３のビーム角αを画定するための調整可能なキャリ
ア２１７で調整することができる。ソースマスク２１１は、上記に概説したように、ビー
ム構成要素を画定するために、成形される。ソースマスク２１１と放射線エミッタ２１０
．１との間の距離は、必要な撮像解像度を得るために変動され得る。調整可能なキャリア
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２１７は、手動で、または、例えば圧電駆動装置によって電気的に、操作することができ
る。
【００４４】
　上記で例示されるマスクによって生成される離散的なファンビーム３によれば、対応す
る投影ラインに沿った減弱を検出する検出装置の検出素子からの信号が、放射線源と検出
装置との特定の位置においてのみ読出される。読出し位置は、リング形状の放射線源キャ
リア上にある弧長位置であり、これらの位置は、同じ投影方向を有する平行なファンビー
ム構成要素を選択する条件を満たしている。
【００４５】
　検査中の対象物の放射線または粒子被曝を低減するために、検査中の対象物へのエネル
ギー入力（例えば放射）は、上記の読出し位置のみに向けることが好ましい。すなわち検
出素子信号は、放射線源と検出装置との組合せが適切な位置に向いたときにのみ読出され
る。放射線源が移動する間、この条件は、一定の時間の間および／または放射線源の一定
の弧長位置に対して満たされる。読出し条件が満たされない限り、放射線源は、遮断また
は遮蔽されることが可能である。放射線源を遮蔽することは、放射条件を安定に保つため
に好ましい。
【００４６】
　この遮蔽機能は、複数の放射窓２２３を有し、図７において略図で例示されるリング形
状の遮蔽体２２２によって実現され得る。このリング形状の遮蔽体２２２は、実際の適用
例に対して、特に使用されるマスクに対して、遮蔽体２２２の幾何学的な特性を適合させ
るために、放射線源キャリア２２０に着脱可能に固定することができる。例えば、リング
形状の遮蔽体２２２は、それぞれが６ｍｍの直径を有する２０１個の放射窓２２３を備え
る（ＣＴリングの直径は８０ｃｍ）。
【００４７】
　リング形状の遮蔽体２２２の各放射窓２２３に、例としてのみ図７に例示されるフレー
ムマスク２２４が設けられれば、上述のソースマスク２１１は、省略することができる。
実際、線源およびフレームマスク２１１、２２４は、同時に設けられる必要はない。フレ
ームマスク２２４は、図２ないし５に示されるソースマスクとして設計され得る。
【００４８】
　図８は、撮像装置１００の実施形態を略図で例示したものである。撮像装置１００は、
エネルギー発生器２００と検出装置３００とを有する測定装置と、この測定装置２００、
３００と接続されている再構成装置４００とを備える。さらに、保持装置５００が設けら
れており、これは、例えばＣＴシステムによって知られているようなキャリアテーブル、
または測定装置内に検査中の対象物を配置するため、かつエネルギー発生器２００および
検出装置３００に対して対象物の形状を調整するための他のいかなるキャリアまたは基板
保持体であってもよい。先行技術の装置から本質的に知られているように、制御装置、表
示装置、その他（図示せず）のようなさらなる構成要素が設けられる。
【００４９】
　エネルギー発生器２００は、例えば放射線源キャリア２２０（例えばガイドレールまた
はガントリ）上に配置されたソースマスクを有し、移動可能なＸ線管のような、放射線源
２１０を備える。検出装置は、放射線源２１０に対し対向する関係で放射線源キャリア２
２０上に移動可能に配置される、検出器配列３１０を備える。この構造によれば、ＲＯＩ
を透過する投影方向（図面の平面に対して平行）は、保持装置５００の周りに構成要素２
１０、３１０の組合せを回転させることによって設定され得る。
【００５０】
　放射線源キャリア２２０は、エネルギー発生器２００および検出装置３００が対象物の
周りを回転できるようにする円として例示されている。変形例によれば、放射線源キャリ
アは、楕円形状または他の形状を有することができる。これは、検査されることになる対
象物の形状に対する適合に関する利点を表しえるものである。
【図面の簡単な説明】
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【００５１】
【図１】本発明によるビーム成形の実施形態の概略図である。
【図２】本発明によるビームマスクを使用した実施形態の概略図である。
【図３】本発明によるビームマスクを使用した実施形態の概略図である。
【図４】本発明によるビームマスクを使用した実施形態の概略図である。
【図５】本発明によるビームマスクを使用した実施形態の概略図である。
【図６】本発明によるビーム角開口部を有するビーム源とソースマスクとの組合せの概略
図である。
【図７】検査中の対象物を透過する離散化されたファンビームのさらなる図である。
【図８】本発明による撮像装置の実施形態の概略図である。
【図９】検査領域を透過する従来のファンビームの照射を示す概略図である（先行技術）
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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